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検
察
審
査
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

検
察
審
査
会
は
、
交
通
事
故
や
犯
罪
の

被
害
に
あ
っ
た
の
に
、
検
察
官
が
そ
の
事

件
を
裁
判
に
か
け
て
く
れ
な
い
な
ど
、
被

害
者
が
検
察
官
の
不
起
訴
処
分
に
対
し
、

不
服
が
あ
る
時
に
、
そ
の
処
分
に
つ
い
て

審
査
を
す
る
機
関
で
す
。

　

検
察
審
査
員
候
補
者
や
検
察
審
査
員
は
、

有
権
者
の
中
か
ら
く
じ
で
選
ば
れ
、
来
年

度
の
検
察
審
査
員
候
補
者
に
選
ば
れ
た
方

に
は
、
11
月
に
通
知
書
が
届
き
ま
す
。

　

ま
た
、
同
時
期
に
来
年
度
の
裁
判
員
候

補
者
に
も
通
知
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い

ま
す
。
裁
判
員
候
補
者
と
は
違
い
ま
す
の

で
、
お
間
違
い
の
無
い
よ
う
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　
　

大
館
検
察
審
査
会
事
務
局
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秋
田
県
司
法
書
士
会 

無
料
相
談
会

日
時　

11
月
20
日（
水
）　

14
時
〜
16
時

場
所　

大
館
市
北
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　
　
　

セ
ン
タ
ー

相
談
内
容　

不
動
産
・
会
社
・
法
人
登
記
／

多
重
債
務
／
成
年
後
見　

な
ど

相
談
方
法　

面
談
に
よ
る
相
談

予
約
締
切　

11
月
15
日
（
金
）　

15
時

※

先
着
順
に
８
件
で
締
め
切
り
ま
す

（
予
約
専
用
電
話
）

　

☎
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１
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０
０
５
５

　
　

秋
田
県
司
法
書
士
会

☎
０
１
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８
２
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０
１
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お
知
ら
せ

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
強
化
週
間

　

夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
や
ス

ト
ー
カ
ー
な
ど
、女
性
を
め
ぐ
る
様
々
な

人
権
問
題
の
解
決
を
図
る
取
り
組
み
を
強

化
す
る
こ
と
を
目
的
に
、全
国
一
斉「
女
性

の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」強
化
週
間
を
実

施
し
ま
す
。

実
施
期
間　
11
月
18
日（
月
）〜
24
日（
日
）

時
間　
【
平
日
】　

８
時
30
分
〜
19
時

　
　
　
【
土
日
】　

10
時
〜
17
時

実
施
方
法　

人
権
擁
護
委
員
及
び
法
務
局

職
員
が
、専
用
相
談
電
話「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」で
相
談
を
お
受
け
し
ま
す

相
談
電
話「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
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心の健康づくり講演会心の健康づくり講演会 風しん予防接種風しん予防接種

11月は児童虐待防止推進月間です

11月はＤＶ防止推進月間です

　児童虐待を未然に防ぐには、早期
発見と早期対応が重要です。虐待や
子育てに関する悩み事は、次の機関
にご相談ください。

　配偶者やパートナーからの暴力（ＤＶ）は、重大
な人権侵害です。一人で悩まずにご相談ください。

北秋田市福祉課こども
福祉係　☎62‐6638

北福祉事務所
☎0186‐52‐3951 平　日　８：30～17：15

平　日　８：30～17：15

女性相談所（相談専用ダイ
ヤル）　☎018‐835‐9052

平　日　８：30～21：00
土日祝　９：00～18：00

すますましま特設人権相談所を開設し人権相特設人設人権相談談所を開設 すします特設人権相談所を開設します特設人権相談所を開設します

　風しんは、大人になってから感染すると発熱や
発しんの期間が長く重症化し、合併症も軽視でき
ません。また、妊娠初期の女性が感染した場合、心
臓病や難聴などの障がいを持った赤ちゃんが生ま
れる可能性があります。
　ご自身はもちろん、妊婦さん・家族が風しんに感
染しないよう、予防接種を受けましょう。
【対象者】 北秋田市に住所を有し、次に該当する方
　①満１９歳～６０歳の方　
※特に子どもの頃、接種を受ける機会のなかった方
には、接種をお勧めします（昭和54年４月１日以前生
まれの男性／昭和37年４月１日以前生まれの女性）
　②妊娠中の女性の同居家族（年齢制限なし）
　　６１歳以上の方はお問い合わせください
【助成期間】　７月１日～平成26年３月31日
【助成料金】　全額助成（１人１回のみ）
※市内協力医療機関での接種に限ります
※既に今年の４月から６月に接種済みの方は、お
問い合わせください

～ 12月10日は世界人権デー～～ 12月10日は世界人権デー～

　法務局並びに全国人権擁護委員会連合会では、
毎年、世界人権デーを最終日とする12月４日から
10日までを「人権週間」と定め、人権尊重思想の
普及高揚のため啓発活動を行っており、その一環
として、次のとおり特設人権相談所を開設します。

期　日
12月４日（水）
12月５日（木）
12月６日（金）
12月６日（金）
時間（全会場共通）

会　場

10時～15時

合川老人憩いの家「ことぶき荘」
大阿仁出張所
北秋田市交流センター
阿仁前田「四季美館」

　市の人権擁護委員について、10月１日付けで
法務大臣の委嘱状発令がありました。
　【退任】　石﨑　幾子　氏 （森吉地区）
　【新任】　柴田　節子　氏 （森吉地区）

中央児童相談所
☎018‐862‐7311
北児童相談所
☎0186‐52‐3956

24時間・365日対応

平　日　８：30～17：15

平　日　８：30～17：15北秋田市福祉課こども
福祉係　☎62‐6638

　

法
務
局
夕
方
な
ん
で
も
相
談
所

　

日
中
お
忙
し
い
方
の
た
め
に「
法
務
局

夕
方
な
ん
で
も
相
談
所
」を
開
設
し
ま
す
。

日
時　

11
月
14
日（
木
）　

17
時
〜
19
時

　
　
　

※
受
付
は
18
時
45
分
ま
で

場
所　

秋
田
地
方
法
務
局
大
館
支
局

相
談
内
容　

①
戸
籍（
婚
姻
、離
婚
な
ど
）

②
登
記（
相
続
、売
買
、境
界
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
）

③
供
託（
地
代
、家
賃
、給
与
差
押
え
な
ど
）

④
人
権（
近
隣
関
係
、い
じ
め
な
ど
）

相
談
方
法　

面
接
相
談
と
電
話
相
談　
　

※
予
約
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

※
相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
厳
守
し
ま
す

　
　

秋
田
地
方
法
務
局
大
館
支
局
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停
電
時
、災
害
時
の
情
報
は
ラ
ジ
オ
で

　

停
電
時
や
災
害
時
は
、乾
電
池
数
本
で

受
信
で
き
る
ラ
ジ
オ
が
あ
れ
ば
安
心
で
す
。

　

ラ
ジ
オ（
特
に
Ａ
Ｍ
放
送
）が
聴
こ
え
な

い
、聴
こ
え
に
く
い
場
合
は
、状
況
に
よ
っ

て
対
応
が
異
な
り
ま
す
の
で
、生
涯
学
習

課
文
化
係（
☎
62‐
６
６
１
８
）へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
市
内
で
受
信
可
能
な
Ａ
Ｍ
放
送
】

▽
Ｎ
Ｈ
Ｋ
第
一

▽
Ｎ
Ｈ
Ｋ
第
二

▽
Ａ
Ｂ
Ｓ
秋
田
放
送

【
放
送
局
へ
直
接
問
い
合
わ
せ
す
る
場
合
】

○
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
相
談
専
用
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０‐

00‐

３
４
３
４

　

時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
８
時（
毎
日
）

○
Ａ
Ｂ
Ｓ
秋
田
放
送　

技
術
管
理
部

　

☎
０
１
８‐

８
２
４‐

８
５
１
６

　

時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時（
平
日
）

【
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ネ
ッ
ト
ラ
ジ
オ
】

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
、次
の
放
送
局
の

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
を
配
信
し
て
い
ま
す

大
阪
・
近
畿
広
域
放
送
／
名
古
屋
・
中

京
広
域
放
送
／
東
京
・
関
東
広
域
放
送

／
仙
台
・
宮
城
県
域
放
送

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ネ
ッ
ト
ラ
ジ
オ　

ら
じ
る
★
ら
じ
る

http://w
w
w
3.nhk.or.jp/netradio/

　
　

生
涯
学
習
課
文
化
係　☎

62‐

６
６
１
８

　　総務課総務係　☎62‐1111

　　福祉課こども福祉係　☎62‐6638

　阿仁 ･合川・森吉からバスの送迎があります。
　利用を希望する方は、11月14日(木)までにお
申し込みください。

 「自死で家族を亡くした経験から伝えたいこと」
　　講師　全国自死遺族総合支援センター
　　　　　事務局長　南部　節子　氏

 テーマ「遺族支援～わたしたちにできること～」
　　秋田ふきのとう県民運動実行委員会
　　会長　袴田　俊英　氏
　　全国自死遺族総合支援センター
　　事務局長　南部　節子　氏

場所　北秋田市交流センター
日時　 　月　 日(金)　13：30～15：3011 22

★基調講演★基調講演

★対談★対談

バス利用の申込み

「たかが三日ばしか」とあなどっていませんか「たかが三日ばしか」とあなどっていませんか成人追加検診のお知らせ

　　健康推進課健康推進係　☎62‐6666

期　日
会　場
受付時間

健（検）診
内　　容

持ち物

11月２日（土）
森吉保健センター

11月10日（日）
鷹巣保健センター

午前７時～午前８時30分

特定健診、肺がん等検診、大腸
がん検診、前立腺がん検診、胃
がん検診、肝炎ウイルス検診
●健康保険証
●検診料（自己負担ある方のみ）
●成人検診通知書
●クーポン券（対象の方のみ） 
●健康手帳（ある方のみ）

※お手元に大腸がん検診の容器をお持ちの方
は、それを使用してください。お持ちでない
方には、郵送致します
※対象年齢や自己負担等は「25年度健康ガ
イド」をご覧ください　　

問
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